
 

入札・契約制度の改正について 

 
 足利市は、建設工事及び建設工事に係る調査設計委託業務の入札・契約制度

について、透明性、競争性の促進及び不正行為の排除の徹底を図ることを目的

に、平成１８年９月１日から次のとおり改正しました。 
 
１ 条件付き一般競争入札の対象範囲の拡大と郵便入札の導入 
  建設工事及び建設工事に係る調査設計委託業務において、予定価格２千万

円以上のものを対象にします。（平成２０年度からは１千万以上） 
  また、郵便入札で実施するとともに、入札参加資格要件の審査については、

入札執行後に、落札候補者に資格審査書類の提出を求め、審査し、落札者を

決定する方法（事後審査型）とします。 
 
 【参考】事後審査型条件付き一般競争入札（郵便入札）の流れ 

入札公告（火曜日）     市ホームページに掲載、管財課で掲示 
設計図書の閲覧開始     管財課で閲覧（建築工事及び建築工事に 
  ↓          係る設備工事は市ホームページに掲載） 
 
関係書類のダウンロード   入札参加申請書、質問書、入札書、積算 
  ↓          内訳書を市ホームページからダウンロード 
 
入札参加申請書・質問書の提出（翌週火曜日まで） 
  ↓           管財課へ持参 

質問書の提出は、質問がある場合のみ 
 

設計図書の貸出開始（翌週水曜日から） 
  ↓           管財課で貸出（引続き閲覧もできます） 
 
質問書回答（翌週木曜日）  市ホームページに掲示 
  ↓ 
 
入札書・積算内訳書の郵送（翌々週木曜日までに到着） 
  ↓           一般書留郵便、簡易書留郵便、配達記録

郵便のいずれかの方法（足利郵便局留） 
              「郵便入札の注意事項」参照 
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開札・落札候補者の決定（翌々週の金曜日） 
  ↓           入札参加者の中から選定された３人の方

に、開札に立ち会っていただきます。 
落札候補者へ連絡 
 

落札候補者の資格審査    落札候補者は、連絡のあった日の翌日か 
  ↓          ら２日以内に、審査書類を管財課へ持参 
 
落札通知          管財課で受領 
  ↓ 
 
契約・着手          

 
 
２ 入札参加業者名の公表時期の変更 
  従来、入札参加業者を入札執行前に公表していましたが、今後は条件付き

一般競争入札、指名競争入札及び随意契約（見積り合わせ）の参加業者は、

入札（見積り合わせ）執行日の翌日に公表します。 
 
○設計図書の閲覧方法の見直し 
 設計図書の閲覧及び貸出場所は、管財課事務室のみとします。 

閲  覧 貸  出 
９時～１０時３０分 
１０時３０分～正午 

９時～正午 

１３時～１４時３０分 
１４時３０分～１６時 

１３時～１６時 

 １６時～翌朝９時 
条件付き一般競争入札の場合は、設計図書の閲覧・貸出の希望について、

事前に管財課へ希望日時を連絡してください。 
指名競争入札の場合は、指名の連絡の際に、設計図書の閲覧・貸出の希望

日時を確認します。 
なお、建築・電気・管工事等については、今年度は従来どおりとします。 
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３ 談合等不正行為に対する罰則の強化 
（１）指名停止措置の強化 

「贈賄」、「独占禁止法違反」、「競売入札妨害又は談合」による場合の措

置期間等について、次のとおり強化します。 
改  正 現  行 

措置要件 
措置期間 対象地域 措置期間 対象地域 

県外の公共機関

に 対 す る も の

（代表役員等） 
3～9 月 2～6 月 

贈 賄 
   〃 
（一般役員等） 

1～3 月 

全都道府県

1～3 月 

関東各都県 

市発注工事以外 3～12 月 全都道府県 2～9 月 関東各都県 独占禁止

法違反行

為 市発注工事 4～24 月 足利市内 3～9 月 足利市内 

市発注工事以外 3～12 月 全都道府県 2～12 月 関東各都県 競売入札

妨害又は

談合 市発注工事 4～24 月 足利市内 3～12 月 足利市内 

 
（２）損害賠償額の増額 
   談合等不正行為の事実確定に伴う損害賠償額を、請負代金額の１０分の

１から１０分の２に増額します。 
 
（３）指名停止業者の公表 

指名停止業者の商号等、期間、理由を市ホームページに掲載します。 
 
 
４ 入札及び契約に係る苦情処理の制度化 
  入札及び契約の過程に関する苦情について、対応する仕組みを整備しまし

た。苦情処理の対象となるのは、条件付き一般競争入札の落札候補者が資格

要件を満たしていないとされた場合、指名競争入札に指名されなかった場合

などです。 
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郵便入札の注意事項 

● 入 札 

「入札書・積算内訳書」 

 ・足利市ホームページ（http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/）のトップ

ページ「市政情報」-入札－入札情報-入札公告から、ダウンロードして下

さい。 

 
「郵送方法等」 

 ・足利郵便局留の「一般書留郵便」、「簡易書留郵便」、「配達記録郵便」

のいずれかとします。(管財課への持参、普通郵便での送付は認めませ

ん。) 

 ・宛先 〒326-8799 足利郵便局留 足利市役所 理財部 管財課 契約係 

 ・指定された到着期間に足利郵便局必着です。 
 ・入札書と積算内訳書のみを郵送してください。 

 ・郵送した入札書等は、撤回又は差し替えすることできません。 

 

「使用する封筒」 

 ・長型３号（120×235ｍｍ）で中身が透けて見えないものを使用して下さい。 

 (1)表面に記載する事項 

  郵送方法、入札書在中、開札年月日、工事（委託）名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)裏面に記載する事項 

  差出人の住所、商号又は名称、代表者の氏名、電話番号及びＦＡＸ番号 
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(参 考） 
郵便料金（25g）まで 
 ・一般書留郵便  500円 
 ・簡易書留郵便  430円 
 ・配達記録郵便  290円 
※郵送料は入札参加者の負担です。 
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「無効となる入札」 

 ・入札参加資格のない者が行った入札 
 ・入札書の記載事項が不明瞭で判読できない入札 
 ・入札書に記載した金額を訂正した入札 
 ・代表者の記名押印がない入札 
 ・入札に際して談合等による不正行為があった入札 
 ・一つの封筒に２通以上の入札書又は積算内訳書を入れた入札 
 ・一般書留郵便、簡易書留郵便又は配達記録郵便以外で郵送された入札 
 ・積算内訳書の提出が義務付けられている入札について積算内訳書が同封さ 

れていない入札 
 ・積算内訳書の合計金額と入札書の入札金額が相違する入札 
 ・封筒に記載された工事（委託）名と同封された入札書の工事（委託）名が 

相違する入札 
 ・封筒に工事（委託）名が記載されていない入札 
 ・到着期間内に到着しなかった入札 

 

●開 札 

「開札立会人」 

 ・当日開札するすべての入札の入札参加者から、３名の立会人を選定します。 
 ・選定された立会人には、開札日前日までに選任通知書で連絡(FAX)します。 
 ・立会人は、当日すべての郵便入札の開札に立ち会ってください。 
 ・立会人は、立会人委任状により、代理人に委任することができます。 
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